
令和８年度 新潟県観光地域づくり支援事業補助金
概要

概要
本県固有の観光資源を磨き上げ、他県との差別化を図ることにより、本県への誘客拡大を
推進するべく、地域の多様な主体の連携による観光ブランドの形成に向けた取組を支援。

補助
対象

地域観光資源を活用しながら、多様な関係者と連携して取り組むことで、独自の観光コンテンツ
 創出が見込める事業であって、以下の１～３の１つ以上に該当する取組であること。
１ 全国に先駆けたコンテンツまたは本県特有のコンテンツとして成長が期待でき、コンセプトが明確であること

２ 観光、文化、スポーツの各分野における多様な関係者が連携する取組で、単に文化振興や
スポーツ振興のみに寄与するものではなく、加えて観光コンテンツ化することにより交流人口拡大に
向けた相乗効果が期待できる取組であること

３ 複数の市町村区域からなる広域的な連携体制を構築し、コンセプトが明確な取組であること

実施
主体

市町村、観光協会、商工会議所、商工会、特定非営利活動法人、民間事業者及び
これらを主な構成員として構成された協議会等の団体並びにその他知事が適当と認める者

補助率
上限額

【補 助 率】4/10
【補助上限額】5,000千円 ただし、知事が特に認める場合は10,000千円
※ 補助期間は最大３年間まで

詳細については、右記担当
までお問合わせください。

新潟県 観光文化スポーツ部
観光企画課 誘客宣伝グループ担当

TEL：025-280-5254
E-mail：ngt150010@pref.niigata.lg.jp

本事業は、令和８年度新潟県当初予算が、新潟県議会において議決されることを前提に事業化される停止条件付事業です。
今後、交付要綱の改正や事業内容の見直し、補助率の変更等が行われる可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。

次の事業を優先的に採択する。
・「子育て応援プラス」の取組の一環として、こどもや家族向けの観光コンテンツを創出する事業
・グリーンシーズンの賑わい創出に向けたコンテンツを造成する事業

その他
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